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 北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第４号 

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事 

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則 

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則（平成２７年北九州市規則第５５号）の一部を次のように改正す

る。 

第２８条第１号ア及びイ以外の部分中「第４３条の５第６項」を「第４７条

第６項」に改め、同条第５号中「第４３条の５第６項」を「第４７条第６項」

に改める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 北九州市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  令和８年３月３日 

北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第５号 
   北九州市会計規則の一部を改正する規則 
 北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）の一部を次のように

改正する。 
 第９条第１項前段中「双方が署名した」を削る。 
 第５２条第１項に次の１号を加える。 
 （２８） 前各号に掲げるもののほか、会計室長が必要と認める経費 
   付 則 
 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 北九州市国民健康保険はり、きゅう利用規則及び北九州市後期高齢者のはり

及びきゅうの施術に要する費用の補助に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和８年３月３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第６号 

北九州市国民健康保険はり、きゅう利用規則及び北九州市後期高 

齢者のはり及びきゅうの施術に要する費用の補助に関する規則の 

一部を改正する規則 

（北九州市国民健康保険はり、きゅう利用規則の一部改正） 

第１条 北九州市国民健康保険はり、きゅう利用規則（昭和３９年北九州市規

則第７３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中「その都度」を削る。 

第７条第４項中「、受療証の有効期限が経過したとき、」を削る。 

（北九州市後期高齢者のはり及びきゅうの施術に要する費用の補助に関する

規則の一部改正） 

第２条 北九州市後期高齢者のはり及びきゅうの施術に要する費用の補助に関

する規則（平成２０年北九州市規則第２７号）の一部を次のように改正する

。 

  第６条第４項中「、受療証の有効期限が経過したとき、」を削る。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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北九州市告示第５６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、大池公園駐車施設の使用料の徴収及び収納について、指定公金事務取扱者を

指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和８年３月３日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名称 住所 

朝日警備保

障株式会社

北九州営業

所 

北九州市小

倉南区徳力

二丁目１番

２号村上ビ

ル２０１号 

令和８年２

月６日 

令和８年２

月６日 

令和８年４月１日

から令和９年３月

３１日まで 
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北九州市公告第１５６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和８年３月３日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 

開発許可を受けた者の住所及び氏

名 

北九州市小倉南区上吉田四丁目４２

番４（第二工区） 

北九州市小倉南区上吉田四丁目１

４番２２号 

株式会社福岡養鰻  

代表取締役 各務秀人 

 

6



北九州市公告第１５７号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和８年３月３日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  物品等の名称及び数量   

   家庭ごみ収集用指定袋 ７７５万枚  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

  令和８年２月４日 

４  落札者の名称及び住所   

プラテツク株式会社 

福岡市博多区金の隈三丁目６番２２号 

５  落札金額   

   ３，７３９万５，６００円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和７年１２月１６日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第１５８号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

   令和８年３月３日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  物品等の名称及び予定数量   

    コークス  １，５００トン  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日 

   令和８年２月１２日 

４  落札者の名称及び住所   

株式会社三誠商会 

北九州市八幡東区西本町一丁目１０番８号 

５  落札金額   

    １トン当たりの契約金額４万７，５００円に１００分の１０に相当する金

額を加算した金額 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和７年１２月２３日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第１５９号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年３月３日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第４号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和８年３月３日 第９４５４０５号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

路線名 位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

区画街路１号

線 

北九州市八幡西区金剛一丁目１

３６８番１から北九州市八幡西

区金剛一丁目１２４１番２まで 

１３４．６０ １３．００

区画街路２号

線 

北九州市八幡西区馬場山東三丁

目１５７９番２から北九州市八

幡西区馬場山東三丁目１５５８

番４まで 

２８．５０ １０．００

区画街路１０

号線 

 

北九州市八幡西区馬場山東三丁

目１５４２番２３から北九州市 

八幡西区馬場山東三丁目１３６

８番１まで 

８３．４０ ６．００

区画街路１１

号線 

北九州市八幡西区馬場山東三丁

目１５４２番１９から北九州市

八幡西区馬場山東三丁目１５４

２番２４まで 

５７．３０ ６．００

区画街路１２

号線 

北九州市八幡西区馬場山東三丁

目１５４２番２５から北九州市

八幡西区馬場山東三丁目１５４

２番２４まで 

３３．１０ ６．００

区画街路１３

号線 

北九州市八幡西区馬場山東三丁

目１５４９番７から北九州市八

幡西区馬場山東三丁目１５４２ 
８２．９０ ６．００
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 番２１まで 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第４号 

 地方独立行政法人北九州市立病院機構政府調達取扱規程（以下「政府調達取

扱規程」という。）第３条第１項に規定する特定調達契約につき、随意契約の

相手方を決定したので、政府調達取扱規程第１５条第２項の規定により次のと

おり公告する。 

  令和８年３月３日 

地方独立行政法人北九州市立病院機構 理事長 中 西 洋 一 

１ 特定役務の名称及び数量 

北九州市立病院機構就労管理システム更改業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  地方独立行政法人北九州市立病院機構本部人事給与課 

  北九州市小倉北区古船場町１番３５号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和８年１月２０日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  キヤノンＩＴＳメディカル株式会社 

  東京都品川区南大井六丁目２２番７号 

５ 契約金額 

  １６，３５１，５００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７  随意契約の理由 

政府調達取扱規程第１４条第１項第３号に該当するため 
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